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教職員と保護者児童生徒間のSNSの私的な利用の禁止について 

 

 

日頃より本市の教育活動に対して、ご理解ご協力いただきありがとうございます。 

さて、近年スマートフォンなどの広がりにより、児童生徒間や保護者間でも、無料通

信アプリなどの SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）が広く利用されてい

ます。特に、部活動などの連絡のために、児童生徒間や保護者間などで日常的に利用さ

れている場合も多いことと思います。一方、これらの SNS を介したトラブルも多く発生

しており、児童生徒と教師の間での不適切な利用が、教員のわいせつ事件へとつながる

危険性も懸念されています。 

この度、文部科学省より改めて教職員と保護者、教職員と児童生徒の SNS の利用の禁

止について通知がありました。 

本市におきましては、これまでも、教職員と保護者、教職員と児童生徒の SNS の利用

については原則禁止してきたところではありますが、改めて保護者の皆様にもお知らせ

し、教職員との SNSの利用禁止について、ご理解ご協力をお願いいたします。 

 なお、部活動等の時間外や休日の緊急連絡の方法については、一斉メールやホームペ

ージ等でご連絡させていただきます。ご不便をおかけすることも多いかと思いますが、

趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

家庭数（１年生は児童数）配付 


